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1。 は じめ に

1997(平 成 9)年 に 「大学 の教員等 の任 期制 に関す る法律 」が施行 され 、 10年 以上

が経過 した。同時 に、 この時期 は大学院 の定員 が拡大す る時期 で もあつた。 1991(平成

3)年 大学審議会答 申で 「大学院 の量的整備 について」が出 され 、そ の後 1998(平成 10)

年 には 「21世紀 の大学像 と今後 の改革方 向について」で、大学院 の量的拡大 の促進 (修

士・博 士課程合 わせ て 1991年 の約 10万 人 か ら 2000年 には約 20万 人へ の 2倍化 )が

打 ち出 され てい る。 2009(平 成 21)年度学校基本調査 に よれ ば、大学院生 は約 26万 9

千人 で過去最高で あ る (参 考 :1985年約 7万 人 )。

ポス トドクターや オーバー ドクター の問題 が ク ロー ズア ップ され 、『 高学歴 ワー キ ン

グプア』 とい う著書や用語 も使 われ てい る。軌 を一 に して任期制教員 も増 え、ポス トド

クター等 の受 け皿 に もなつてい る。 i

2。 先行研 究

任期制や公募制 を含 む研 究者 の流動性 について、高等教育 の分野では、広 島大学お よ

び 山野井敦徳氏 らが精力 的 に研 究 を進 めてい る。 特 に定量調査 を踏 ま えた分析 を行 って

い る。 また、文部科学省科学技術政策研 究所 が科学技術人材 の流動性 について定量調査

を行 い、詳細 に分析 してい る。

潮木守一 (2010)は 、「第二段 階教育 の登場 と大学教員 の変貌 」の中で、教員層 の多様化

を指摘 してい る。採 用形態 、報酎‖体系 、契約 事項 な どの面 で きわ めて多様化 し、 また、

教員 にな るまでのキ ャ リア も多様化 してい る と述 べ てい る。「本 来 な らば、第 二段 階 の

出現 とともに、それ を担 当す る教員 をいかに して養成す るかが、まず 問われ る必要性 が
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あった。 しか しその議論 はほ とん どな され なかつた。優れ た研 究者 =優 れ た教員 とい う

等式 が、 とっ くの昔 に成 立 しな くなった に も関わ らず 、それ に対す る代案 はほ とん ど検

討 され なかった」。潮木 (2009)は 、「大学 内部 での研 究 開発 が盛 んにな る と、ス ター研

究者 も必要 だが、期 限付 きの研 究補助員 も必要 とな る」 と指摘 してい る。

ポス トドクター については、 日本物理学会 が精力 的 に定量調査等 を行 ってい る。 同学

会 のホー ムペ ー ジで は、賛助 会員 (企 業等 )、 ポス トドクター・大学院生 、研 究指導者

層 な ど対象 ご とに今 までの調査結果 の詳細 を掲載 してい る。 ii

筆者 は 2010年 9月 17日 に、同学会 キャ リア支援 セ ンター長 の栗本猛氏 (富 山大学理

学部 )に ヒア リング調査 を行 い、学会 がポス ドク問題 について取 り組 む背景や現状 な ど

をお聞 き した。 これ は本稿 でな く、改 めて論文 にす る予定で あ る。

さて、任期制 について、 これ以外 に法的解釈や 労働 法 か らの論文 は散見す るが、導入

当初 に比べ研 究論文数 は減 つてい る。す で に任期制 が導入 され て 10年 以上が経過 し、

その制度 は定着 してい るよ うに見 えるが、実態解 明や あ り方 の研 究 は進 んでい る とは言

えない。 この間、 COE、 GP、 科学技術振興調整 費 な ど競争 的経費 に よるプ ロジェク

ト型教員 が急速 に増 えた。 3年任期 のプ ロジェク ト型 を次 々渡 り歩 き、プ ロジェク ト型

の経験 が 10年 以上 とい う若 手研 究者 もい る。す で に若 手 とは言 えない年齢 でプ ロジェ

ク ト型 を重 ねてい る研 究者 もい る。若 手研 究者 は不安 定 さを増 してい る。 しか し、増 え

続 ける任期制教員 に関す る研 究 は極 めて少 ない。

3。 私立大学 の任期制教員 の ヒア リング調査

筆 者 は 2008年 7月 ～ 2009年 7月 ま で に 国 立 大 学 8校 と公 立 大 学 7校 の計 15校 を訪

問 (訪 問校 は北海 道 か ら沖 縄 )。 私 立 大 学 は 2009年 8月 ～ 2011年 1月 ま で に 9校訪 問

した。 合 計 24大 学 で 、任 期 制 教 員 に 関す る ヒア リン グ調 査 を実 施 した。 なお 、調 査 は

任 期 制 教 員 個 人 へ の ヒア リン グで は な く、理 事 や 総 務 。人 事 担 当者 な ど大 学機 関 (雇 用

者 側 )へ の ヒア リン グで あ る。 国 立 大 学 と公 立 大 学 につ い て はす で に本 紀 要 等 で著 した

の で 、今 回 は私 立 大 学 を 中心 に報 告 す る。

とこ ろで 、 国公 立 大 学 で は科 研 費 の調 査 で あ り、任 期 制 の是 非 を問 うもの で は な い こ

とを メー ル で 明記 し、研 究概 要 や ヒア リン グ項 目を添 付 す る と、 ほ とん どの大 学 で 、訪

間 を受 け入 れ て くれ た。 しか し、私 立 大 学 で は 、 同様 に メー ル で依 頼 す る と、 こ とご と

く断 られ るか 、 返 事 が な か っ た。 任 期 制 教 員 と書 い て あ るだ け で 、 明確 な拒 絶 反 応 が あ

つた。 人 事 労務 管 理 のデ リケ ー トな部 分 を 聞 かれ るの で は な い か 、 現 在 は係 争 を抱 えて

い な い が かつ て そ れ に近 い こ とが あ り、科 研 の調 査 とい え ども話 した くな い 、組 合 で 取

り上 げ られ 難 渋 して い る等 が あ つ た と想 定 され る。 私 立 大 学 で は ヒア リン グ に行 くま で

に幾 多 の 困難 が あ り、 ヒア リン グ調 査 は難 航 した。 今 回訪 問 した 大 学 は 、筆 者 の知 人 が

勤 め て い る、 あ るい は友 人 を介 して お願 い で きた 大 学 で あ る。 そ れ ゆ え、 エ リアや 大 学

の規 模 に偏 りが あ る。

調 査 依 頼 の プ ロセ ス か らも分 か る よ うに 、任 期 制 教 員 の実 態 解 明 は現 在 、困難 を極 め、
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急激 に増 えた任期制教員 の現状 はほ とん ど誰 も正確 に把握 で きてい ない。文部科学省 等

か らの正確 な定量調査 が必要 であ る。

さて、今 回の調査 に よ り、私 立大学 は任期制 の法制定前 (早 い大学 では昭和 50年 代 )

か ら多様 な教員 を雇用 していたが、近年 は よ リー層雇用形態 が多様 にな り、その数 も多

くなってい る実態 が分 か った。

3-1。 ヒア リ ン グ調 査 の 概 要

①任期制導入 の背景や考 え方 、② いつ か ら、 どの よ うな部局 か ら採用 か (採 用部局 ,採

用数等 )、 ③現在 の状況 (採 用数 ,任期年 限,再任 可否 ,再任 回数 ,テ ニ ュア 0ト ラ ック制

度 の有無 ,iii FDに つ いて )、 ④ キャ リア形成 、⑤ 高等教育 の流動化 、学長裁 量 ポス トの

有無 と任期制 の関連 、今後 の方 向についてな ど、各大学 での様 々な任期制 の実態 と運用 に

つ いて ヒア リング した。

各大学 のプ ロフィール は以 下の通 りで あ る。

A大学 (文 系 1学部 1学科 ,近 畿エ リア )、 B大 学 (文 系 2学 部 ,九州 。沖縄エ リア )、

C大 学 (理 系 3学 部 ,関 東 エ リア )、 D大 学 (文 理 3学 部 ,北海道 0東 北エ リア )、 E大学

(文 系 6学 部 ,北 海道 。東 北エ リア )、 F大 学 (文 系 5学 部 ,北海道 ・東北エ リア )、 G大

学 (文 系 3学 部 ,北海道 0東 北エ リア )、 H大学 (理 系 4学 部 、関東 エ リア )、 I大 学 (文

理 13学 部 、近畿エ リア )。
iV

以下、各大学 の項 目別 のま とめ (表 1)と 特徴 的 な内容 について報告す る。

3-2.導 入 時 期

導入 時期 について、任期制 の法 に基づ く教員 ではないが期 間 を区切 つた教員 を、 I大 学

では 1957(昭 和 32)年 か ら採用 していた。 これ は、調査 したすべての大学で もつ とも古

い。 D大 学 は、同様 の嘱託教員 を 1976(昭 和 51)年 か ら、 E、 G大 学では 1978(昭 和

53)年 か ら、F大 学 は 1982(昭 和 58)年 か ら採 用 していた。おおむね 1年 ～ 3年 契約 で、

国立大学定年退職者や高校 定年退職者 、外 国人講師 の採用 が多かった。

この時期 、大学設置審議会 か ら 1984(日召和 59)年 6月 に 「昭和 61年 度以降の高等教育

の計画的整備 につ いて (報 告 )」 が出 され た。 その 中で、「収容規模 の増 をすべての大学 の

新設や学部 0学科 の増設等 に よる恒 常的 な定員増 で行 うこ とは問題 で あ り、国・公 0私 を

通 じ既存 の大学 0短期大学 で、期 間 を限 つて定員増 を も行 って、 これ に対処す るこ とが妥

当であ る」 と述べ てい る。「期 間 を限つた定員増 」 (い わ ゆる 「臨時的定員 」)で あ る。「急

増急減期」の対策 で ある。V これ を裏付 けるよ うに ヒア リング した 中で、い くつ かの大学

は明確 に 「臨時的定員 (臨 定 )を 受 け入れ るた めに、教員 が必要 だつた」「規模 拡大や 臨定

で こ うい う教員 を増や してい った」 と述べ てい る。

国公 立大学 のほ とん どが、任期制 の法 の制定後 (特 に国立 は法人化前後 )に 導入 し始 め

たが、私立大学 は、進 学率 が上昇す る時期 、そ して臨時的定員政策 の時期 に、同 じよ うに

「期 間 を区切 つた教員」 を採用 し始 めてい る。私立大学 に とつて 「規模 問題 」 は経営直結
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の課題 で ある。 学生数 を増や し安定 した経 営 を図 る と同時 に、来 るべ き急減期 に向けて調

整 可能 な教員 を採用 していたので あ る。

一方 、2000年 代 に新設 した A大学 とB大 学 は、ともに法 に基づ く任期制 を導入 してい る。

A大学 は全教員 が任期制 、B大 学 は 45%が 任期制 であ る。進学率 が高 くなってい る とはい

え、18歳 が減少 してい る時期 に開学 した 2大 学 は、任期制 を積極 的 に導入 してい る。学生

の学力や意欲 の低 下 してい る中、従来型 の研 究 中心 の教員 では対応 で きな くなってい る背

景 もあ るだ ろ う。新 しい タイ プの教員 を採用す るには、任期制教員 の採用 も必要 か も しれ

ない。 しか し、 18歳 減少期 では、調整 弁 的 に雇用 され てい る可能性 は否 定 で きない。

3-3。 FDと キ ャ リア 形 成 に つ い て

任期制教員 の FDに 、特別 の配慮 を してい る大学 はなかった。 専任 と同 じ扱 いの ところ

が多い。任期制 に限 らず 、 FDの 取 り組 み として優れ ていたのは B大 学 と I大 学 であ る。

例 えば B大 学 では、 FD活 動支援制度 と して ファカル テ ィ・エ ン リッチプ ログラムをつ く

った。各教員 が 自分 た ちのや りたい FD活 動や FD研 究会 に対 して経費 を助成 (20万 ～ 50

万 )。 2009年 度 は 16件 応募 があ り、 14件 を採択 した。 フ ァカル テ ィ・ェ ン リッチプ ログ

ラムには、 ファカル テ ィ・イ ニ シアテ ィブ (教員 が主導 )と デ ィ ビジ ョン・ イニ シアテ ィ

ブ (学 部 が主導 )の 2つ が あ る。 I大 学 では、2008年 度 か ら新任教員支援金 をつ くった。

これ は他大学 で教 育実績 のない人 (企 業 か ら来 た人 を含 む、非 常勤歴 は含 まない)に 着任

後 2年 間教材等 の開発 のお金 を出す とい うもので あ る。本人 の 申請 で 15万 円まで可能 で

ある。

任期制教員 のキャ リアにつ いて、配慮 してい る大学 は少 なかった。 ただ し、 F大学で は

契約教員 の中か ら公募 で専任 になった教員 がいた。 G大 学 も特別 専任教員 (期 限付 き)か
ら専任 に、 H大 学 で も任期制教員 か ら専任 になったケー スが あった。 I大 学 では教員公募

で、任期制 か らテ ニ ュアになった教員 が 2009年 度 4人 、2010年 度 10人 、2011年 度 (採

用予定)1人 い る。

国公 立大学 に比べ私 立大学 は、任期制教員 か らテニ ュアになった教員 が多いのが特徴 で

あ る。 Vi

また、 I大 学 はキャ リアパ スの視 点か ら任期制助教 (5年 で再任 な し)に ついて、教 育

実績 を積 ませ る と話 していた。 ポス ドク (1年 契約 で 3年 まで)に ついて も、 キャ リアパ

ス として講義 を持つ こ とを重視 してい る との こ とだ った。進 学率 の上昇や学生 た ちの変化

を受 け、教育力 が重視 され るよ うにな り、業績書 の フォーマ ッ トも平成 14年 頃か ら大 き

く変 わ り、業績書 の最初 に教 育業績 を書 くよ うになってい る。教育業績 の 冒頭 にあ るのは

教育上 の能力 に関す る事項 で あ り、教育方法 の実践例 で あ る。 こ うした こ とか ら、 キャ リ

アパ スの視点で教育 を積 ませ る とい うのは、 キャ リア形成 に資す るものであ る。 Vii
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表 任 期 制 教員採 用 の状 況

大

　

学
導入 時期 、任期制教員 の割合等

A 2007(平 成 19)年 新 設 大 学

全教 員 32名 任 期 制 (5年 、再 任 回数制 限 な し、流 動 型 )

再 任 規 定 は あ るが 、評価 基 準 を特 別 設 けて いな い。  ・職 員 は 1年 契約

B 2003(平 成 15)年 新 設 大 学

2003年 か ら適 用 。任 期 5年 。再 任 不 可 。

2009年 110人 中テ ニ ュア 61名 (55.5%)、 任 期 制 等 49名 (45.5%)

2008年 か ら新 規 採 用 とい う形 で テ ニ ュア に移 行 可 。

C 助教 制度 が で きてか ら、任 期 制 助教 を導 入 。 2007(平 成 19)年 か ら。

・任 期 3年 、再 任 1年 単位 で 5年 上 限 。2007年 1名 、 2008年 2名 、 2009年 3人 の計 5名

再 任 規 定 あ り。 2年 過 ぎた段 階 で審査 。准教 授 に昇格 して い る。

明確 なテ ニ ュア トラ ック制 度 で は な いが 、本 学 の准教 授 に昇格 す る こ とを前 提 と して い る。

D
・ 嘱託教 員制 度 は 1976(昭 和 51)年 ～ 。 1年 契約 、毎 年 更新 。教 授 68歳 、准教 授 65歳 。主

に国立 大 定 年 退職 者 。最 近 は本 学 定 年退職 者 。再 雇 用制 度 に近 い。

・ 助 手 (管 理 栄養 士 のみ )5年 、再 任 な し。  ・ いわ ゆ る任 期 制 はゼ ロ

E 外 国人教 員 (講 師 )は 1978(昭 和 53)年 か ら。 3年 任 期 、更新 あ り。

外 国人教 員 (講 師 )は 1990(平 成 2)年 か ら 1年 任 期 で 5年 まで講 師 で任 用 。

特 任教 員 (教 授 )は 1977(昭 和 52)年 か ら 1年 任 期 で 、 70歳 ま で更 新 可 。

特 別 専 任 教 授 は 2007(平 成 19)年 か ら。任 期 5年 、70歳 まで。国立 大学 の 定 年退職 者 多 い。

契約特 別任 用教 授 (2002年 ～ )。 税 理 士 、大 学 定 年退職 者 。 1年 任 期 で 3年 まで更新 可 。

特 別任 用教 授 (2007年 ～ )、 任 期 は 3年 また は 5年 。 1回 3年 まで更新 可

特 別任 用 准教 授 (2007年 ～ )、 任 期 3年 また は 5年 。 1回 3年 まで更新 可

特 別 任 用講 師 (2007年 ～ )、 任 期 3年 また は 5年 。 1回 3年 まで更新 可

2007年  132人 中 いわ ゆ る任 期 制 15人 (11%)、 2008年  137人 中 17人 (12%)

2009年  140人 中 21人 (15%)

F ・ 有 期雇 用 の教 員 は 、 1982(昭 和 58)年 か らあ つた 。主 に新 学 部・ 新 学 科 に。

口契約教 員 (特 別任 用教 員 )2002(平 成 14)年 ～ 。法 に基 づ く任 期 制 で は な い。

1年 契約 、 5年 限度 。年齢 65歳 未 満 、 70歳 まで 、大 学 院 72歳 ま で。 公 務 免 除 。

専任 よ リコマ数 多 い。高校 校 長 定 年退職 者 、企 業等 出身 。教 職 課 程 、語 学 、初 年次 教 育担 当。

・ 専 任 を雇 用 す るよ り採 用 等 で楽 。教 員定 数 を 0.5で カ ウ ン ト。人数 を多 くとれ る。

・ 人件 費 抑制 。

・過 去 に この 中か ら公 募 で専 任 に な つた人 が いた 。今 後 リス ク 回避 の意 味 か らも公 募 で採 用

す る よ り、 この 中か ら採 用 した方 が い い とい う意 見 もあ る。

・ 2007年 度 15人 、 2008年 度 16人 、 2009年 度 16人 (全 教 員 148人 )約 10.8%

一-41-一



大

　

学
導入 時期 、任期制教員 の割合等

G ・特 別専 任 教 員 は 1978(昭 和 53)年 か ら導 入 。主 に国立 大 定 年退職 者 。

60歳 以下 で採 用 した場 合 は 65歳 まで 。 65歳 で採 用 した場 合 は 70歳 。通 常 の定 年 は 65歳 。

学 内行 政 等 の 義務 はな い。教 授 会 に出 る権 利 は あ るが実 態 は 出 て いな い。

・特 別専 任教 員 (期 限付 き)1982(昭 和 57)年 ～導 入 。 1年 と 2年 。更新 可 。

更新 の制 限 はな い。最 長 8年 の人 が い る。若 手教 員 中心 。最 初 は語 学 (ド イ ッ語 )。

カ リキ ュラム の必 要 性 か ら。臨 時 的定 員 、規 模 拡 大 の 時期 に対応 して制 度 を設 けた 。

・ 今 まで特 別 専 任 教 員 (期 限付 き)か ら専 任 に な つた ケー ス あ る。

H ・任 期 制助 手 は 、 旧助 手 か ら導 入 。 1963(昭 和 38)年 高 専 か ら。 2003(平 成 15)年 か ら

新 制 度 。任 期 3年 、再 任 1回 、最 長 5年 。 2003年 ゼ ロ、 2004年 3人 、 2010年 5人 。

・任 期 制教 員 (助 教 以上 )は 2005年 ～導 入 。当初 は講 師 以上 だ ったが 、2007年 の改 正 を受 け

て助教 以上 に。全 学 部 ・ 学科 の教 員対 象 。 固有 の ポス ト、部 局 、 プ ロジ ェク トで は な い。

任 期 5年 、再 任 1回 、最 長 10年 。 2005年 教 授 1人 、 2006年 助教 授 2人 → その後 1人 は

は国立 大 へ 、 も う一 人 は本 学専 任 に。

・特 任 教 授 は 2009年 ～ 。任 期 1回 、4年 。新 学 科 等 の場 合 。本 学 の 定年制 度 に合 わ な い場 合

に採 用 。

2007年 6.67%、  2008年 9.92%、  2009年 10.33%、  2010年 13.5%

日外 国人専 任 教 員 (職 位 :講 師 )は 1957(昭 和 32)年 から。その後 、外 国人 英語 担 当常勤 講 師 という名

称 に。(任 期 制 の法律 以前 は、外 国人教 員を任 用するときだけ、任 期 を定 めて任 用 していた。)

・法 に基 づ くもの と して 2002年 か ら導 入 。大 学教 育 開発 口支 援 セ ンター (現 :教 育 開発 推 進

機 構 )に 2名 の教 員を任 用 。高 大連 携・入学 前 教 育 プロジェクトを担 当。

当初 の採 用者 は高校 定 年退職 者 。任 期 は原 貝15年 (教 授 、准教 授 は 1回 のみ再任 用可 )最 長 10年 。

・薬 学 部 の助教 のみ 3年 (1回 のみ 再 任 用 可 )・ その他 の助教 は 5年 で再 任 な し

・他 にポスドク、1年 任 期 で 3年 まで。

・流 動 型 およびプロジェクト対応 型 (多 くは流 動 型 )→ 授 業を持 たない任 期 制教 員 はいない。

・教 員公 募 で任 期 制 から本 学 のテニュアになつた教 員 2009年 4人 、2010年 6人 、2011年 1人 。

・ 2010年 度 1120人 中テニュア 755人 、非テニュア 374人 (う ち法 に基 づく任 期 制 138人 、

それ以外 236人 は有 期 雇 用 )有 期雇 用 =外 国人 嘱託 (10コ マ、教 育 のみ。研 究 も行 政もなし)

・この他 に、特任 教 員 、特 別招 聘教 員 、特 別 契約教 員 、特 命教 員 。個 別 契約 で 1年 。

3-4。 ヒ ア リ ン グ の 特 徴 的 意 見

ヒア リングの 中か らい くつ かの特徴 的な意見 を掲載す る。

「任 期 制教員 の比 率 が高 い とカ リキ ュ ラム運 営 の安 定性 には課題 が生 じる場合 が あ る

が、一方 で時代 の変化や 国際性・社会 的ニー ズヘ の対応 な どの面では教員組織 に一定 の流

動性 が あるこ とが、 これ らの課題へ の柔軟 な対応 を可能 とす る面が ある」 (B大 学 )。
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「任期制 (含 む契約 )教員導入 の背景 として、専任 の半分 くらいの給与で任用 で きる。

理事長 0学 長双方 か ら導入 の話 が あった。基幹科 目は専任 だが、それ以外 を任期制 で採用。

設置基準 を満 た しなが ら、科 目の充実 と人件費 の抑制 を考 えた。任期制 は 15～ 20数 パー

セ ン ト程度 とい う学 内の コンセ ンサスが あ る」 (E大 学 )。

「今後 、経営的側 面か ら特別任 用教員 を増や したい。各学部 で定数 を決 めていないが、

特別 (0。 5人 )で い くのか、専任 (1人 )で い くのか学部 に任せ る」 (F大学 )。

「任期制 も教員数 としてカ ウン トされ るので、専任 率 は上 が る。教員一人 当た りの学生

数 は よ くな る。人件 費 は下が る。 専任 1人 で助教 3人 雇 える。 しか し、マネ ジメン トは難

しくな る。2000年 代 に入 り、COE、 GPな どで教員 だ けでな く職員 も有期雇用 が増 えた。

職員 の非専任 率 は 5害J程 度 になってい る。マネ ジメ ン トが非常 に難 しい」 (I大 学 )。

私 立大学 の経営 に とつて任期制 のメ リッ トは、カ リキュラムヘ の柔軟 な対応 、人件費抑

制 、教員一人 当た りの学生数 がア ップす るな どが あげ られ る。 デ メ リッ トは、マネ ジメン

トが しに くくな る とい うこ とで あ る。潮木 (2009)は 「いまや大学 は… (中 略 )き わ めて

多様 な教員 の混合体 に変質 した。 大学教員 の多様化 とは、別 な面か ら見れ ば一体感 の喪失

で あ る」 と述べてい る。前掲 の表 1を 見て もわか るよ うに、 1つ の大学 だ けで もいわ ゆる

任 期制教員以外 に、特任教員 、特別招聘教員 、特別契約教員 、特命教員 な ど、多様 な名称

の教員 が存在 してい る。 一体感 が喪失 した ところで は、マネ ジメン トは困難 をきわめ る。

4。 ま とめ

私立大学の特徴 は、以下である。

① 国公立大学のほとん どが任期制の法制定後 (特 に国立は法人化前後)に 導入 し始め

たが、私立大学は任期制の法に基づかない期間を区切 つた契約教員 を、進学率が上

昇す る時期、そ して臨時的定員政策時期 に採用 し始めている。

② 導入時の契約教員は、国立大学定年退職者、高校教員定年退職者、外国人な どが多

い 。

③ 現在 は、契約教員 、任期制教員 、テニ ュア 0ト ラ ック型教員 、特任 教員 、特別招聘

教員 な ど様 々な形態 の教員 が増 えてい る。

④ 2000年 代 に開学 した大学 では、積極 的 に法 に基づ く任期制 を導入 してい る。

⑤  キャ リア形成 について、一部 の大学 では任期制教員 か らその大学 のテニ ュア になっ

てい る。 (ヒ ア リング した国公 立大学 で はそ うした事例 がなか つた。)

⑥ 公募 の募集 要項 に、「任期 な し、 も しくは任期制」 と 2つ が併記 され てい る大学 が

あ るな ど、 どの部署 の どのポス トに任期 が付 いてい る とい う明記 がない大学 が複数

あつた。採用 プ ロセ スで人 ご とに任期付 きか否 かが決 ま り、透 明性 に欠 ける。(ほ と

ん どの国立大学 は、部局 、職位 等 が明記 され てい る。)

⑦ 雇用者側 に とって メ リッ トは、カ リキュラムヘ の柔軟 な対応 、人件費抑制 、教員一

人 当た りの学生数 が減少す るな どで あ り、デ メ リッ トはマネ ジメン トの困難 さで あ

る。
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③  国公 立大学 と同 じだが、任期制教員 の FDに 、特別 に配慮 してい る大学 はなかった。

今 回の調査 で、私 立大学 は臨時的定員 導入前後 の規模拡大 の時期 に、契約教員等 を採用

し始 めた こ とがわかった。不安定雇用 の教員 が、臨時的定員 と リンク していたので あ る。

学生 も 「期 間を限つた」定員 であ り、 同様 に 「期 間 を限つた」契約教員 の採用 がは じまっ

たので あ る。筆者 はかつて、 日本 の高等教 育政策 、 なかで も私 立大学 に とって臨時的定員

政策 は どの よ うな意 味が あったのか を論文 に したが、今 回の調査 で、私立大学 の任期制教

員 の源 流 が臨時的定員 にあつた こ とに驚 くとともに納得 も した。 Viii

臨時的定員 は、 当初 44,000人 の予定だ つたが、予想 以上 の志願 率 の上昇 に よ り臨時的

定員枠 も大幅 に拡大 され た。 国公 立大学 はすべ て を返上 したが、私立大学 は経営基盤 上 の

必要性 か ら学生確保 に強気 で あ り、臨時的定員 の 5害J恒 常定員化 が実現す る。 iX それ ら

を支 えていたのは、いわゆる契約教員 と非常勤教員 た ちだったので ある。

国公 立大学 の ヒア リングでは、多様 な人材 の確保 をあげ る大学 が多かったが、私立大学

は、人件費 lJ「 制 をあげ る大学 が多かった。設置基準上 の教員 (任 期制含 む )を 満 た し、教

員一人 あた りの学生数 も減少す るな ど、外 見上 はメ リッ トがあ る。経営的 に も人件費 が抑

制 され る。

しか し、潮木 が 「一体感 の喪失 」 と述べ た よ うに、多様 な雇 用形態 の存在 す る大学 で、

大学人 を結ぶ ものは何 なのか、基盤 とな る教 える側 の不安定雇用 の上 で どの よ うに教 育 を

改善 してい くのか、課題 は多い。世界 的 な高等教育 の市場化 の流れ の 中、大学教 師 も不安

定雇用 は増 えてい る。

任期制教員や ポス ドクの調査や研 究 は少 な く、緒 に就 いたばか りで ある。 実態 の解 明 も

され てい ない。任期制教員 の本格 的な定量調査 が待 たれ る とともに、筆者 も引 き続 きキャ

リア形成 とFDの 視 点か ら研 究 を続 けてい く。

※本研 究 は、 日本 学術振興会科学研 究費補助金 (基 盤研 究 C)(課題番 号 :20530769)「 任

期制教員 のキャ リア形成 とFDに 関す る研 究」 (平成 20年 ～22年 )(研 究代表者佐藤龍

子 )の 助成 に よる研 究成果 の一部 で ある。

iポ ス トドクター とは、博 士 の学位 取得後 、大学や研 究機 関へ の就職 の意志 を持 ちなが ら

も常勤学術職 に就 くこ とがで きない 「有給 の任期付 き研 究員 」 で ある。 (『 ポス トドクター

問題 』 国立教育政策研 究所・ 日本物理学会 キャ リア支援 セ ンター編 、世界思想社 、2009
年 )

ii日 本物理学会  http://wwwoph‐ careeroorg/data/searchehtml
この他 に も、 日本物理学会会員名 簿 を用 いた人材活用 の観 点か らの調査 、研 究者 のキ ャ リ
ア支援 に関す る調査 な ど、ポス ドクや キャ リア支援 につ いての有益 なデー タが多い。 ポス

ドク問題 へ の提言 な ど実体験 に基づ く資料 もあ る。例 えば、 シ リーズ “ポス ドク"問題 そ
の 11で は勝木渥 が 「ある非 常勤講師の場合 」 と題 して、以下の よ うに述べてい る。「最近
は、若 い人 に も安定 したポス トを とい う機 運 は確 か に高 まってい るよ うで、35歳 以下 を対

註
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象 とす るポス トドクター制度 も拡充 されつつ あ るよ うに見受 け られ る。 だが、必ず しも暦
年 的 には 「若 い」 とはい えない けれ ども、精神 的若 さを保 ちなが ら、今 なお経済的苦境 の

中で頑 張 り続 けてい る者 もい る。 その よ うな “適齢期 "を逃 して しまった よ うな人 た ちが

現在進行 中の改革 の機 運 か ら取 り残 され てい るので はないだ ろ うか。頑 張 って も専任 教員
になれ ない人 が存在 してい るこ とを見落 としてはい ないか。大学 のなかに も、い くら頑 張
つて もそ こか ら抜 け出せ ない よ うな人 た ちの存在 を前提 として大学 の運営 が よ うや く成 り
立 ってい るよ うな、その よ うな歪 んだ社会 的構造 が存在 してい るのではないだ ろ うか」。
iiiテ ニ ュア・ トラ ック制 とは、若 手研 究者 が任期付 で 自立 した研 究者 として経験 を積 んだ
上 で、厳格 な審査 を経 て任期 を付 さない (テ ニ ュア)を 得 る仕組 み を指す。
iV文 理 とは、ここでは文系 も理 系 もあ る大学 を指す。I大 学 のみ総合大学 (医 学部 はない )。

V同 報告 では、 18歳 人 口は 1993年 以 降急減 し、2000年 度 には 150万 人 にな る と説 明。
Vi国 公 立大学では、テニ ュア・ トラ ック制度 に よる任用 が進 んでい るが、それ以外 で任期
制教員 がテニ ュアにな るケー スは少 ない。
Vii北 野秋夫 「わが国の 「ポス トドクター」の実態 に関す る研 究」 (『 大学教育学会誌』第 32
巻 )で 、「授 業担 当を PD業 務 と位 置づ けてい る大学 は明治大学 と一橋大学 の 2大 学 のみ
で あつた。 PDが 若 手研 究者 としてだ けでな く、若 手教員 としての経験 を積 む こ とは、 P
Dに 対す る経済的支援 とい う側 面 に加 え、「教育歴 」とい う側 面か らも重要 とな ろ う」と述
べ てい る。 (筆 者 注 :PD=ポ ス トドクター)テ ニ ュア・ トラ ック制度 の問題 として、若
手研 究者 の側 面だ けに視 点 を当て、若 手教員 としての育成 がお ろそか に され てい る と筆者
は考 えてい るので、北野氏 の指摘 は非 常 に納得 で き る。
Viii『 大学 「ゴールデ ンセ ブ ンの時代」 と臨時的定員政策 を考 える』。 ゴールデ ンセ ブ ン と
は、 1986年 か ら 1992年 の 7年 間の こ と。 1992年 の 18歳 人 口は、205万 人 に達 した。大

学側 に とって 「ゴールデ ン」 であ り、受験生 に とつては 「地獄 」で あつた。
iX丹保憲二編『 これ か らの大学 と大学運営』 (大 学基準協会 )2000。
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